
第２ 号様式（ 第８ 条関係）

１ 　 申請団体概要
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① 団 体 名
（ フ リ ガナ） イ ッ パン シャ ダン ホウ ジン  エフ ス タ イ ル ス ポーツ ク ラ ブ

一般社団法人　 Ｆ －Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ ス ポーツ ク ラ ブ

② 所 在 地 平塚市纒1-15-46

受付番号 発展コ ース 1

受付月日 令和8年1月20日

令和８ 年度　 平塚市市民活動推進補助金事業企画書（ 入門・ 発展・ 協働コ ース ）

６ 月）

⑤ ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙ https://f-styel-t.xyz/

⑥ 設立目的
     ・ 経緯

団体設立の社会
的背景や目的・
経緯を 記入し て
く ださ い。

基本理念： ス ポーツ を 通じ た人づく り ・ 地域づく り
ア　 一人ひと り の子ど も が人間力を 養う 必要性
日本全体で問題と なっ ている 少子高齢化は、 湘南エリ アも 例外ではなく 、 子ど も の減少
によ り 地域の活力が低下する こ と が懸念さ れていま す。 そのため、 次世代を 担う 子ど も
たちが人間力を 身につけて成長する こ と で、 地域や日本全体の活力を 維持し 、 持続可能
な社会を 築く こ と が重要だと 考えていま す。
イ 　 新たなコ ミ ュ ニティ ( 居場所) づく り の必要性
日本では「 個」 が尊重さ れる 一方、 人と のつながり が薄れ孤立する 人が増えていま す。
こ の孤立を 解消し 、 良好なコ ミ ュ ニケーショ ン を 促進する こ と で、 新たな人間関係を 築
き 、 地域の人々が自立的かつ積極的に社会参加でき る 環境を 整える こ と が重要です。
ウ 　 共生社会実現の必要性
多様性が進む社会の中で、 誰も が互いに尊重し 支え合う 「 共生社会」 を 築く こ と が求め
ら れていま す。 特に、 障害のある 人が「 支えら れる 」 だけでなく 「 支える 」 存在と し て
社会に積極的に参加でき る 環境づく り が課題です。 ク ラ ブの取り 組みを 通じ て、 共生社
会への理解を 深め、 こ の実現に貢献し ていき たいと 考えていま す。

③ 代表者名 古尾谷 将治

④ 設立年月 ２ ０ ２ ３ 年 ６ 月 （ 法人格取得年月 ２ ０ ２ ３ 年

⑦ 活動の
   概要･実績

過去２ 年程度の
主な活動の内
容・ 対象者・ 実
施時期など を 分
かり やすく 記入
し てく ださ い。

〇ボッ チャ ク ラ ブチーム 運営・ ス ク ール活動
・ 対象： 障がいの有無を 問わず、 幼児～高齢者ま で初心者から ト ッ プアス リ ート ま で幅
広い層を 対象と する
・ 活動： 月4～8回　 平日　 18～21時　 土日祝　 9～12時・ 13～16時
〇ボッ チャ の普及・ 啓発に関する 地域連携活動
・ 2023年7月～（ 公民館ま つり ・ イ ベン ト での体験会 4回、 教育機関での授業 5回、 行
政委託体験会 1回）
・ 公民館ま つり やイ ベン ト での体験会の実施、 地域の教育機関・ 企業等での授業・ 研修
の実施。 ス ポーツ 普及だけでなく 、 対象者のニーズに合わせてボッ チャ を 『 ツ ール』 と
し た体験会や研修を 提案。
〇サッ カ ース ク ール活動
・ 対象： 小学生及び未就学児　 障がいの有無を 問わず　 ・ 日時： 通年 毎週火・ 水曜日
19～21時
・ 場所： 旭小学校、 ひら つかサン ・ ラ イ フ アリ ーナ等

助成等制度名 助成年月 助成金額 助成内容

市民活動推進補助金 令和6年4月 １ ０ 万円 ボッ チャ ス ク ール活動事業⑧過去に受け
　 た助成等の

　 実績 ボッ チャ イ ン ク ルーシブプロ
ジェ ク ト

令和7年4月 ５ ０ 万円市民活動推進補助金

https://f-styel-t.xyz/


⑨

年度

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

２ 　 補助申請の内容
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団体

助成等制度名 助成年月 助成金額 助成内容

令和８

個人情報のため、 非公開と し ていま す。

活動に携わる メ
ンバーを 記入し
てく ださ い。
１ ０ 名以上の場
合は、 主なメ ン
バーを 記入し て
く ださ い。

⑪ 活動体制 役職名 氏名 住所

⑩ 会 員 数 個人＝ 38 人 （ う ち平塚市民 35

に受ける 予定
の助成等

人） 団体＝

③ 申請額

【 申請額は1万円単位、 発展コ ース は事業費に対する 助成割合の制限有( 1回目90%、 2回目80%、 3回目70%) 】

30 万円（ 入門コ ース は10万円以内・ 発展コ ース は30万円以内・ 協働コ ース は20万以内）

① 事業名 ボッ チャ リ ーダー育成事業

② 申請コ ース

　 （ 以下のいずれかのコ ース を○で囲んでく ださ い。 ）

入門コ ース 　 　 ・ 　 発展コ ース 　 　 ・ 　 協働コ ース



３ 　 補助申請する 活動・ 事業の内容
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① 事業の目的

「 プレ イ ヤー」 から 「 地域のリ ーダー」 へ
ボッ チャ を 通じ た役割創出と 共生社会の実現 　 令和6・ 7年度の助成金によ り 、
ボールおよ びラ ン プ（ 勾配具） を 整備し 、 重度障がい者や高齢者を 含む誰も が競技
に参加でき る 物理的な環境を 整えてき ま し た。 し かし 、 真の共生社会を 実現する た
めには、 障がい者や高齢者が単に「 サービ ス を 受ける 側（ 参加者） 」 に留ま る ので
はなく 、 主体的に地域に関わる 機会が必要です。 そこ で本事業では、 障がいの有無
や年齢を 問わず、 ボッ チャ の技術と 楽し さ を 伝える 「 ユニバーサル・ ボッ チャ ・
リ ーダー（ 指導者） 」 を 育成し ま す。 多様なメ ン バーが講師と なり 、 学校や地域施
設へ出向いて指導を 行う こ と で、 自身の「 社会的役割」 と 「 生き がい」 を 創出し ま
す。 「 支える ・ 支えら れる 」 と いう 一方的な関係を 超え、 ボッ チャ を 通じ て誰も が
先生になれる 地域社会モデルを 構築する こ と を 目的と し ま す。
　 本事業は、 単なる ス ポーツ 普及活動ではあり ま せん。 ボッ チャ と いう ツ ールと 、
令和6・ 7年度に整備し た機材を 活用し 、 誰も が『 先生』 と し て輝ける 役割を 創出す
る こ と で、 真の共生社会（ イ ン ク ルーシブ社会） を 地域に実装する 試みです。 」

「 なぜ、 こ の事業を 実
施し たいのか？」
「 ど んな課題を 改善し
たいのか？」
「 社会や市民のため
に、 ど のよ う な公益性
がある のか？」
など を 、 社会的背景を
含めて具体的に記入し
てく ださ い。

② 事業の内容
令和6・ 7年度に整備し た競技用具（ ボール・ ラ ンプ） を 最大限に活用し 、 障がいの有無や
年齢を 超えたメ ンバーが「 指導者（ リ ーダー） 」 と なっ て地域へボッ チャ を 普及する 活動
です。 以下の3つの柱で実施し ま す。

1.  「 ユニバーサル・ ボッ チャ ・ リ ーダー」 養成講座の開催（ 人材育成）
障がい当事者（ 重度・ 軽度問わず） 、 高齢者、 サポータ ーを 対象に、 ボッ チャ の指導技術
を 習得する 講習会を 実施し ま す。
・ 指導技術の習得：  ルールの正確な理解に加え、 初心者への分かり やすい教え方、 ラ ンプ
（ 勾配具） の効果的なデモンス ト レ ーショ ン方法を 学びま す。
・ チームビ ルディ ン グ：  「 車椅子ユーザーと 健常者」 「 高齢者と 若者」 など がペアやチー
ム を 組み、 互いの身体特性を 補完し 合いながら 指導する 連携体制を 構築し ま す。
・ 安全管理講習：  出張先での転倒防止や、 重度障がい者が移動する 際の介助・ 安全確認の
手順を 共有し ま す。
2.  地域への「 出張ボッ チャ 教室・ キャ ラ バン 」 の展開（ 実践・ 普及）
育成し たリ ーダーと 、 整備済み機材（ ボール・ ラ ン プ） を セッ ト にし て、 地域の各所へ派
遣し ま す。
実施場所：  小中学校、 高齢者施設、 企業の研修、 地域のサロ ン等。
実施内容：
・ デモンス ト レ ーショ ン：  重度障がい者等がラ ンプを 使っ て正確無比な投球を 披露し 、
ボッ チャ の「 凄さ 」 を 伝えま す。
・ 体験・ 対戦会：  リ ーダーが審判やアド バイ ス 役と なり 、 参加者にボッ チャ の戦略性（ 頭
脳戦） やパラ ス ポーツ の楽し さ を 指導し ま す。
・ 交流・ 啓発：  講師自身が障がいや加齢についての体験を 話す時間を 設け、 参加者の心の
バリ アフ リ ーを 促進し ま す。
3.  「 みんなのボッ チャ 指導マニュ アル」 の作成・ 配布（ 定着・ 持続）
活動を 通じ て得ら れた知見を 、 冊子およ びデータ 形式のマニュ アルと し てま と めま す。
当事者目線のノ ウ ハウ ：  「 握力が弱い人の投球法」 「 車椅子から のコ ート の見え方」 な
ど 、 当事者だから こ そ分かる 実践的なアド バイ ス を 掲載し ま す。
成果の還元：  作成し たマニュ アルは、 出張先の施設や市内の関連団体へ配布し 、 リ ーダー
がいなく ても 地域でボッ チャ が継続さ れる 環境を 作り ま す。

①の事業の目的で記入
し た内容を ふま えて、
具体的な活動・ 事業内
容を 記入し てく ださ
い。

事業の先駆性・ 発展
性・ 公益性・ 新し いア
イ デアや工夫などがあ
れば、 分かり やすく 記
入し てく ださ い。

※ 発展コ ース を 申請す
る 場合は、 こ れま での
活動を ど のよ う に充
実・ 発展さ せていく の
かが分かる よ う に記入
し てく ださ い。
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④ 期待さ れる
　 　 　 　 効 果

1.  担い手（ 障がい者・ 高齢者） への効果： 【 自己有用感の向上と 社会参画】
「 役割」 の転換：  こ れま で「 支援さ れる 側」 に回る こ と が多かっ た重度障がい者や高齢者
が、 講師（ リ ーダー） と し て他者に教える 立場になる こ と で、 「 自分も 誰かの役に立て
る 」 と いう 自己有用感（ 自己肯定感） が劇的に高ま り ま す。
社会と の接点拡大：  整備さ れた用具（ ラ ン プ等） を 携えて学校や地域へ出向く こ と で、 自
宅や施設に閉じ こ も り がちな当事者の外出機会が増え、 社会参加への意欲が向上し ま す。
ま た、 責任を 持っ て指導にあたる こ と で、 生活の張り 合いや生き がいが創出さ れま す。
2.  受け手（ 児童・ 生徒・ 一般市民） への効果： 【 意識変容と 心のバリ アフ リ ー】
障がい観の変革：  ラ ンプを 駆使し た精密な投球や、 熟練し た戦術指導に触れる こ と で、 参
加者は障がい者を 「 守る べき 対象」 と し てだけでなく 、 「 高い技術と 知識を 持つ尊敬すべ
き 先生」 と し て認識する よ う になり ま す。
「 公平性」 の実体験：  道具（ ラ ン プ） を 使えば、 車椅子ユーザーも 幼児も 対等に勝負でき
る ボッ チャ の特性を 体験する こ と で、 ユニバーサルデザイ ン の重要性や「 工夫次第で誰も
が一緒に楽し める 」 と いう 共生のマイ ン ド が自然と 育ま れま す。
3.  地域社会への効果： 【 多世代交流と コ ミ ュ ニティ の活性化】
顔の見える 関係づく り ：  ボッ チャ を 共通言語と し て、 普段接点の少ない「 子供・ 高齢者・
障がい者」 が混ざり 合っ て交流する こ と で、 地域の断絶が解消さ れま す。 災害時など にも
助け合える 、 緩やかで温かいネッ ト ワ ーク （ 地域のセーフ ティ ネッ ト ） が形成さ れま す。
生涯ス ポーツ の定着：  激し い動き が少なく 、 座っ たま ま でも 楽し める ボッ チャ の指導者が
地域に増える こ と で、 高齢者のフ レ イ ル予防（ 介護予防） や健康寿命の延伸に寄与する
「 地域のニュ ース ポーツ 」 と し て定着し ま す。

活動・ 事業実施によ
り 、 対象（ 受益者や地
域） にど のよ う な効果
や成果を 期待でき る か
を 具体的に記入し てく
ださ い。

⑤ 協力団体等
神奈川ボッ チャ 協会、 神奈川社会福祉専門学校（ 予定）
東海大学（ 予定） 、 平塚市体育振興会（ 予定）
一般財団法人 かながわパラ ス ポーツ 協会（ 予定）

活動・ 事業に協力さ れ
る 人、 団体を 記入し て
く ださ い。
※協働コ ース の場合、
補助事業を 行う 団体等
名称及び住所を 必ず記
入し てく ださ い。

③ 事業の計画
年間ス ケジュ ール概要
1.  準備・ 育成期
　 4月：  派遣先（ 学校・ 施設） への案内・ 調整、 リ ーダー募集。
　 5月〜6月：  「 審判ルール講習会」 およ び「 リ ーダー養成講座」 の開催（ 全3〜4回） 。
　 【 審判講習】 公認審判員等を 招き 、 公式ルールや正確な判定方法、 ジャ ッ ジ道具の使い
方を 習得。
　 【 指導講習】 R6・ R7購入品を 使用し 、 障がい者・ 高齢者・ 健常者が合同で「 教え方」 を
習得。
2.  実践・ 展開期
　 7月〜8月：  夏休み期間を 利用し た「 子ど も ボッ チャ 体験教室」 （ 小学校・ 学童へ派
遣） 。
　 9月：  敬老の日に合わせた「 高齢者施設・ サロ ン 巡回」 （ 健康体操と し ての指導） 。
　 10月：  地域イ ベント やス ポーツ 行事での「 デモン ス ト レ ーショ ン・ 交流戦」 実施。
3.  深化・ 記録期
　 11月〜12月：  冬季の室内レ ク リ エーショ ン 出張、 企業研修等の受け入れ。
　 1月：  実践で得たノ ウ ハウ や審判のポイ ント を 体系化する 「 指導マニュ アル」 の編集作
業開始。
4.  総括・ 還元期
　 2月：  「 活動報告会 兼 交流会」 の開催
　 3月：  「 みんなのボッ チャ 指導マニュ アル」 完成・ 配布

活動・ 事業の実施場
所、 実施方法、 実施
時期、 参加者や受益
者等の対象、 参加人
数など の計画やス ケ
ジュ ールを 具体的に
記入し てく ださ い。



４ 　 収支予算書（ 申請事業に限定し た予算）

項　 　 目

補助金 300, 000 円

ボッ チャ ス ク ール参加費 240, 000 円

ボッ チャ ス ク ール年間費 210, 000 円

円

 円

収入合計 750, 000 円 発展コ ース ： 対象経費 639, 604 円 × 80 ％ ＝ 511, 683 円   補助金の申請限度額 300, 000 円

項　 　 目

外部協力者経費 100, 000 円 60, 000 円 20, 000 円

ボッ チャ 体験会備品 320, 980 円 256, 784 円 256, 784 円

イ ベン ト 保険 91, 800 円 91, 800 円 0 円

広告宣伝費 91, 020 円 91, 020 円 23, 216 円

消耗品費 146, 200 円 140, 000 円 0 円

 円 円 円

 円 円 円

支出合計 750, 000 円 639, 604 円 300, 000 円
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①
　
　
収
　
　
　
　
入

金額 具体的な内容（ 積算根拠等）

平塚市市民活動推進補助金

 @1, 000円×5人/回×平均4回開催/月×12ヶ 月

会員数38人　 年間活動会員（ 大会参加など ） 15人　 ＠12, 000円（ 介助者なし ） ×10人　 ＠18, 000円（ 介助者あり ） 5人

 

 

※備品や器具を 購入する 場合は、 それが事業に必要な理由を 記載し てく ださ い。
　 ま た、 飲食代など 助成の対象と なら ない経費を 支出する 場合は、 「 参加費から
　 支出」 など 収入項目を記載し てく ださ い。

※収入の補助金の金額は、 補助申請し た金額を 記載し てく ださ い。 ま た、 支出のう ち、 補助金から 支出する 金額を 記載し てく ださ い。
※収入合計と 支出合計、 ま た、 収入の補助金と 支出のう ち補助金の合計は同額になる よ う にし てく ださ い。

②
　
　
支
　
　
　
　
出

事業費 う ち対象経費 う ち補助金 具体的な内容（ 積算根拠等）

外部協力者謝金（ ＠1人2, 000円） ×年50人分

ボッ チャ 体験会、 研修会用ボッ チャ シート （ ＠136, 400円×2） 審判道具セッ ト 2セッ ト （ ＠
24, 090円×2）

ス タ ッ フ 、 ボラ ン ティ ア、 参加者（ ＠1, 700円×ス タ ッ フ 4人、 外部協力者50人分） 54人分

体験会出店料（ ＠10, 000円ビ ジネス エキス ポ、 @10, 000円商店街会費）
チラ シデザイ ン 印刷費（ ＠71, 020円 デザイ ン 費込み）

養生テープ25m（ ＠300円×200本） 、 ビ ニールテープ（ ＠350円×200本） 等

事務局記入欄 発展コ ース 補助割合確認 ■
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_二 →

疋
菫|わ

あ人

第 1卓  総  則

(イ1 称)

第 1条  -`11法 人は、一般社団法人
「

―S′ I｀ fヽIン |う スポ~ツ クラブと称する。

(主 たる事務所の所在地 )

第 2条  1`1法
人は、主たる事務所を神奈川県平塚市に置 く3

(|1 的 )

第 3条  1`1法 人は、地域社会におけるスポーツ活動の振 ナ11に 寄与す ることを |1的

とし、その |1的 に資するため、次の事業を行 う。

(1)ボ ンチャクラブ運営に関する事業

(2)サ ッカー クラブ運営に関する事業

(3)イ ンクルーシブフ ントボ~ル スクールの運営に関する事業

(4)ボ ッチャ、インクルー シブフ ッ トボールに係 る講演会の受託及び普及

に関する事業

(5)ボ ッチヤ、サ ツカー、インクルー シブフ ットボールに関す る運動用具

の販売及び賃貸

(6)ス ボーツ選手育成に関する事業

(7)ス ホーツ指導 者育成に関す る事業

(8)ス ポー ツ大会の企画・運営に関す る事業

(9)一 般乗用旅客 自動車運送事業

(10)特定旅客 1自 動車連送事業

(11)障害者の |1常 生活及び社会生活 を総 合的に支援す るための法律に基づ

く障害福社サー ビス事業

(12)前各 写・に附帯関す|‐ する一切の業務

(公 告方法 )

第 4条  1`1法 人の公告方法は、官報に掲載す る方法により行 う。

‥

‥

¨

P19



¨

・
‥

∴

第 2串:  ネli 員

(社  員)

第 5条  当法 人の社員は、当法人の |1的 に賛同 して入社 した者とするc,

(入  社 )

第 6条  1`(法
人の成 立後社員となるには、

1``法
人所定の人社申込書により入社の

中込をし、代表∫11!事 の承総を受けなければならない(

(経 費の支払義務 )

第 7条  社員は、
｀
1`法 人の |1的 を達成するため、それに必要な経費を支払 う義務

を負 う。

2)社 員は、社員総会において別に定める人会金及び会費を納入 しなければ

な らない^

(退 社 )

第 8条  社員は、いつで も退社す ることができる。ただ し、 1か月以 11前 に当法

人に対 して予告をするもの とす る´

(除  名)

第 9条  当法人の社員が、 :当 法人のイ1誉 を毀損 し、若 しくは当法人の |1的 に反す

る行為を し、又は社員 としての義務に違反するなど除名すべき IE｀
|(な

事由

あるときは、一般社出法人及び一般財団法 人に関する法律 (以 ド、 「一般

法人法」 とい うc)第 49条第 2項に定める社員総会の決議によ りその社

員を除名することができる。

(社員の資格喪失 )

第 10条  社員が次の各 号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失す る
`

(1)退社 したとき1_

(2)成年被後見人又は被保佐人になった とき。

(3)死亡 し、若 しくは失踪宣告を受け、又は解散 したときc

(4)会費の納入を 6か月以 11滞納 した ときぃ

(5)除 名された ときc

P20



(6)総社員の同意があった とき.

第 3章   社員総会

(招  集)

第 11条  1`1法 人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翠 llか ら2か月以内に招集

し、 1:為 時社員総会は、必要に応 じて招集する(

(2)社 員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、JII!事 の過半数の

決定により代表理事がこれを招集する[代 表理事に事故若しくは支障があ

るときは、あらかじめ定めた順位により他のII議 事がこれを招集する_

3, 社員総会を招集するには、会 ||よ ″)1週 間前までに、社員に対して招集

通知を発するものとする´ただし、招集通知は、占而ですることを要 しな

い 、

(議 長 )

第 12条  ネ11員 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事 lit若 しくは

支障があるときは、あらか じめ定めた順位により、イ也の理事がこれに代わ

るっ

(議決権 )

第 13条  社員総会における議決権は、社員 l名 につき 11間 とする。

(決議の方法 )

第 11条  `1員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社

員の議決権の過半数を有す る社 員が出席 し、 ||1席 した社員の議決権の過 半

数をもって行 う,

(ネ 1員総会議事録 )

第 15条  社員総会の議事については、法令に定める事項を記載 した議事録を作成

し、議長及び出席理事が署名又は記名押印 して lo年間当法人の主たる事

務所に備え置くもの とす る_

‥

‥

¨

・`■・0°。
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第 41:  理事及び代表理事

(理事の員数 )

第16条  当法人の理事の員数は、 3名 以 11と する.

② 理事のうち l夕1を 代表JII:事 とする

(理事の選任 )

第17条  1``法 人の理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する^た だ

し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない.

② I‖ !事 のうち、理事のいずれかの 1名 とその配偶者又は 3親等内の親族そ

の他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3分の 1を超えてはなら

ない〕

(理事の選任の方法 )

第 18条  当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過 半数を有

する社員が出席 し、 ||1席 した当該社員の議決権の過半数をもって行 うc

(代 表理事 )

第 19条  代表理事は、り|1事 の互選に よつて理事の中から選定す る。

(理事の任期 )

第20条 メ|!事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度の うち最終のものに

関す る定時社員総会の終紺の時 まで とする。

(2)任期満 了前に退任 した理事の補欠 として、又は増員により選任 された理

事の任期は、前任者の任期の残存期間 と同一 とするっ

(理事の職務及び権限 )

第21条 メ|1事 は、法令及び この定款で定める ところにより、職務 を執行す るc

‐2)代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、 |`(法 人を代表し、

その業務を執行する。

(理事の解任 )

第22条  理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

口
薔
■
■
口
■
■
ヨ
一■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
■―
―
―
―
■
―
―
―
―
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―
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■
■
一■
■
■
■
■
■
■
一■
■
■
■
ロ P22



(報
,lli川 等 )

第23条  III!事 の報酬、賞与その他の職務執行の対価 として当法人か ら受け取る財

産 11の 利益は、社員総会の決議によって定める_

第 5章  計  算

(事 業年度 )

第21条  1`1法
人の事業年度は、毎年 4月 111か ら翠年 3月 3111ま でとす るぅ

(事業計画及び収支予算 )

第25条  1`1法
人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始 llの 前 ||ま

でに代表理事が作成 し、直近の社員総会 |二 おいて承認を受けるもの とする_

これを変更する場合も、同様 とする

(剰 余金の分配の禁 |卜 )

第26条  当法人は、剰余令を分配す ることができない.

(残 余財産の帰属 )

第27条  1`1法 人が清算をする場 合において有す る残余財産は、社員総会の決議を

経て、公益社団法人及び公益財川法人の認定等に関する法律第 5条第 17

弓
‐に掲 |ず ろ法人又は国若 しくは地方公共同体に贈与するものとす る「

第 6章   附  員||

(最初の事業年度 )

第28条  1`1法
人の最初の事業年度は、当法人成 、

1/:の
||か ら令和 6年 3月 3111ま

´
こと・

'~る

_

¨

・
‥

∴
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(設 ヽ
[′

:[時 の役員)

1lτ 29条  当法人の設 立時理事及び設 立時代表理事は、次のとお りとする。

設 立時理事   古尾谷将治 (神 奈川県平塚市線 601番 地の 3)

設ヽ
|ス

時理事   長岡茂 (神 奈川県平塚市中里49番 1号‐

グリーングラス I)号‐
)

設 立‖棒||!事   イ生藤由勝 (神 奈川県平塚市公所 487番 地の 4)

設 立時代表理事 古尾谷将治

(設 立時社 員の氏名及び住所 )

第30条  ｀
当法人の設 立日寺社員の氏名及び住所は、次のとお りであるc

氏名       住所

古尾谷将治   神奈川県平塚市線 601番 地の 3

占尾谷香苗   神奈川県平塚市編 601番 地の 3

長岡り
1支      1申 奈川県平塚市中学49番 1号・グリーングラスI)F;´

性藤 由勝    神奈川県平塚市公所 487番 地の 4

(定款に定めのない事項 )

第31条  この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定

めるところによる.

以 11、 一般社団法人 II｀
一STヽ ;・

Iン II〕 スホー ツクラブ 設 立のため、設 立時社員

古尾 谷将治 外 3名 の定款作成代理人である司法 吉 |:法 人自井事務所 社員 自井

将 太は、電磁的記録である本定款 を作成 し、電 |′ 署́名す る。

令和 5年 6月 14日

社員

社員

社員

社員

古尾谷 )|=7合

古尾谷香苗

長岡茂

佐月|ゃ 由勝

ll記 発起人の定款作成代理人

神奈川県平塚市明石町 1番 255‐
司法 吉:ll法 人自井事務所

社́員 白井将太

・ 1″ギキ1:ユ ヘ
|´ i■ ■∴口,

・

　

　

ヽ

　

・

‥

∴
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同 一 の 情 報 の 提 供

提 供 の 日 時 :2023年 6月 19日

公 証 人 :門 野 坂 修

所 属 法 務 局 :横 浜 法 務

公 証 役 場 :平 塚 公 証 役 場

平 塚 市 代 官 町 9番 26号

請 求 対 象 の 登 簿 管 理 番 号 :

23-0224000802000758

請 求 対 象 の 文 書 種 別 :電 磁 的 記 録 の 認 証

請 求 対 象 の 認 証 日 :2023年 6月 19日

請 求 対 象 の 処 理 公 証 人 :02240008門 野 坂 修 一

所 属 法 務 局  :横 浜 法 務 局

公 証 役 場 :平 塚 公 証 役 場

平 塚 市 代 官 町 9番 26号

認 証 文

二″_ま 、保 存 され た 電 磁 的 記 録 に 記 録 され た 情 報 と 同 一 で あ る こ と を 証 す る。

¨
　
・
ｏ
・
・
¨
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ゴ壼

Ч

雲≡由同
L―ヽコJi l

陛目
¨
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決　 算　 報　 告　 書

第 1 期

自 令和05年06月20日

至 令和06年03月31日

一般社団法人Ｆ －Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ スポーツク ラ ブ
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（ 単位： 円）

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

一般社団法人Ｆ －Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ スポーツク ラ ブ

資産の部

科目 金額

【 流動資産】 321, 750

現金及び預金 221, 750

未収入金 100, 000

【 繰延資産】 221, 584

創立費 221, 584

  

  

  

  

  

  

  

資産の部合計 543, 334

負債の部

科目 金額

【 固定負債】 200, 000

長期借入金 200, 000

負債の部合計 200, 000

純資産の部

科目 金額

【 株主資本】 343, 334

資本金 500, 000

利益剰余金 △ 156, 666

その他利益剰余金 △ 156, 666

繰越利益剰余金 △ 156, 666

（ う ち当期純損失） △ 156, 666

純資産の部合計 343, 334

負債・ 純資産の部合計 543, 334
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（ 単位： 円）

損益計算書

自 令和05年06月20日

至 令和06年03月31日

一般社団法人Ｆ －Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ スポーツク ラ ブ

科目 金額

【 売上高】

売上高 1, 114, 900 1, 114, 900

【 売上原価】

売上総利益 1, 114, 900

【 販売費及び一般管理費】 1, 371, 567

営業損失 △ 256, 667

【 営業外収益】

受取利息 1

雑収入 100, 000 100, 001

【 営業外費用】

経常損失 △ 156, 666

【 特別利益】

【 特別損失】

税引前当期純損失 △ 156, 666

当期純損失 △ 156, 666
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（ 単位： 円）

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年06月20日

至 令和06年03月31日

一般社団法人Ｆ －Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ スポーツク ラ ブ

科目 金額

【 販売費及び一般管理費】

福利厚生費 176, 155

登録・ 会場費( ボッ チャ ) 115, 250

登録・ 会場費( サッ カ ー) 78, 350

広告宣伝費 59, 939

接待交際費 329, 348

旅費交通費 33, 558

通信費 13, 580

消耗品費 38, 641

車両費 65, 024

支払手数料 66, 000

会議費 118, 686

研修費 39, 180

諸会費 172, 400

減価償却費 55, 396

雑費 10, 060

販売費及び一般管理費合計 1, 371, 567
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（ 単位： 円）

株主資本等変動計算書

自 令和05年06月20日

至 令和06年03月31日

一般社団法人Ｆ －Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ スポーツ ク ラ ブ

株主資本

資本金 当期首残高 0

当期変動額 新株の発行 500, 000

当期末残高 500, 000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 当期首残高 0

当期変動額 当期純利益 -156, 666

当期末残高 -156, 666

株主資本合計

当期首残高 0

当期変動額 343, 334

当期末残高 343, 334

純資産の部合計

当期首残高 0

当期変動額 343, 334

当期末残高 343, 334
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個別注記表

自 令和05年06月20日

至 令和06年03月31日

一般社団法人Ｆ －Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ スポーツク ラ ブ

  １ ． こ の計算書類は、 「 中小企業の会計に関する指針」 によっ て作成し ています。

  ２ ． 重要な会計方針に係る事項に関する注記

      （ １ ） 資産の評価基準及び評価方法

          ①棚卸資産の評価基準及び評価方法

              総平均法による原価法

      （ ２ ） 固定資産の減価償却の方法

          ①有形固定資産

              定率法（ ただし 、 平成１ ０ 年４ 月１ 日以降に取得し た建物（ 附属設備を除く 。 ） 及び平成２ ８ 年

              ４ 月１ 日以降取得し た建物附属設備並びに構築物については定額法） を採用し ています。

          ②無形固定資産

              定額法を採用し ています。

      （ ３ ） 引当金の計上基準

          ①貸倒引当金

              債権の貸倒による損失に備えるため、 一般債権について法人税法の規定による法定繰入率

              （ 1000分の6） により 計上するほか、 個々の債権の回収可能性を勘案し て計上し ています。

      （ ４ ） その他計算書類の作成のための基本と なる重要事項

          ①消費税等の会計処理

              消費税等の会計処理は、 税込方式によっ ています。

  ３ ． 貸借対照表に関する注記

      有形固定資産の減価償却累計額　                         0千円

  ４ ． 株主資本等変動計算書に関する注記

      （ １ ） 当該事業年度の末日における発行済株式の数            4株

   

                                                                                                以上
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(単位：円)

科　　　　　目 令和5年度予算 令和6年度予算 増　　減

Ⅰ事業活動収支の部

　　1.事業活動収入

　　　　年会費収入 175,000 312,000 137,000

　　　　月謝・参加費収入 468,000 729,600 261,600

 　　　  スポンサー収入 440,000 770,000 330,000

　　　　主催大会収入 0 200,000 200,000

　　　　助成金・寄附金収入 0 200,000 200,000

　　　事業活動収入計 1,083,000 2,211,600 1,128,600

　　2.事業活動支出

　　　　グランド賃借料支出 140,000 188,000 48,000

　　　　事務所賃貸料支出 0 0 0

　　　　事務所諸費支出 0 0 0

　　　　役員報酬支出 0 0 0

　　　　給与手当支出 0 0 0

　　　　ボランティア支出 175,000 210,000 35,000

　　　　旅費交通費支出 320,000 451,200 131,200

　　　　支払手数料支出 0 0 0

　　　　顧問料支出 110,000 660,000 550,000

　　　　合宿支出 0 0 0

　　　　主催大会支出 0 200,000 200,000

　　　　消耗品購入支出 205,000 363,900 158,900

　　　　租税公課・法人税支出 120,000 125,000 5,000

　　　事業活動支出計 1,070,000 2,198,100 1,128,100

　　　事業活動収支差額 13,000 13,500 500

Ⅱ投資活動収支の部

　　1.投資活動収入

　　　　有価証券売却収入 0 0 0

　　　　固定資産売却収入 0 0 0

　　　投資活動収入計 0 0 0

　　2.投資活動支出

　　　　車両購入支出 0 0 0

　　　　什器備品購入支出 0 0 0

　　　　保証金等支出 0 0 0

　　　投資活動支出計 0 0 0

　　　投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ財務活動収支の部

　　1.財務活動収入

　　　　借入金収入 0 0 0

　　　　その他財務活動収入 0 0 0

　　　財務活動収入計 0 0 0

　　2.財務活動支出

　　　　借入金返済支出 0 0 0

　　　　その他財務活動支出 0 0 0

　　　財務活動支出計 0 0 0

　　　財務活動支出差額 0 0 0

　　　当期収支差額 13,000 13,500 500

　　　前期繰越収支差額 0 13,000 13,000

　　　次期繰越収支差額 13,000 26,500 13,500

収支予算書
令和6年(2024年)4月1日～令和7年(2025年)3月31日
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第２ 号様式（ 第８ 条関係）  

受付番号 発展コ ース 2 

受付月日 令和 8 年 1 月 27 日 

    令和 8 年度 平塚市市民活動推進補助金事業企画書 

１  申請団体概要 

① 団 体 名 

(フリガナ)  カベラ ニホンゴノカイ 

カベラ日本語の会 

② 所 在 地 平塚市唐ケ原 123-2 平塚ガーデンホームズ 1-306 

③ 代表者名 小林秀夫 

④ 設立年月 １ ９ ９ ２  年 ５ 月  （ 法人格取得年月     年  月）  

⑤ ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙  h ttps: //cavie la .j im do.free.com /   꺐꺑꺏 “カベラにほんご” 

⑥ 設立目的 

   ・経緯 

 

団体設 立 の社 会

的背景や目的・経

緯を記入してくださ

い。 

本会は平塚及び近隣のインドシナ定住者、外国籍市民等の日本語支援、学習支援、生

活支援を行い、福祉の向上と自立をはかることを目的とする。 

 

⑦ 活 動 の 

  概要・実績 

 

 

過去 2 年程度の

主な活動の内容・

対象者・実施時期

などを分かりやすく

記入してください。 

本会は目的を達成するために、次の事業を行う。 

（ 1） 日本語教育支援 

・毎週水曜日 午前 10 時～11 時 30 分 平塚市民活動センター    

・毎週水曜日 午後 7 時 30 分～9 時 平塚市横内公民館 

・毎週土曜日 午前 10 時～11 時 30 分 平塚市中央公民館 (2026 年休館予定) 

→過去 2 年間の活動内容・実績: 令和 6・7 年（ 2024・2025 年）   

跚跛跜距 別添 1  事業報告〈教室別「日本語教室・定例会・勉強会・研修など」〉 

（ 2） 会員及び学習者の研修と親睦  [NOTE] 実施時期は年度により異なる。 

  4 月～翌 3 月: 全体定例会（ 月 1 回または適宜） ・ 教室別定例会（ 月１ 回）  

２ 月・11 月: いちご狩り／みかん狩り体験会（ ３ 教室の学習者含む参加希望者）   

３ ・８ 月: 平塚市内の日本語教室情報交換会  

9 月 10 月: 平塚市日本語ボランティアブラッシュアップ講座（ HIEA 等）   

  年 2 回 (6・11 月) : JLPT 模擬試験   

12 月: 納会（ 教室別に「お茶会、クリスマス会、お楽しみ会 など」）  

（ 3） その他   例＞コンプライアンス勉強会（ ３ 教室合同）  

日本語学習教材の勉強会（ 教室別）  

 

 

（ 入門 ・ 発展 ・ 協働 ） コース 
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⑧過去に受け

た助 成等の

実績 

助成等制度名 助成年月 助成金額 助成内容 

ひらつか市民ファンド H29 . 4  100 ,000 円 入門コース 

ひらつか市民ファンド H30 . 4  160 ,000 円 発展コース １ 回目 

市民活動推進補助金 H31. 4  180,000 円 発展コース ２ 回目 

    

⑨R8 年度に 

受ける予定 

の助成等 

助成等制度名 助成年月 助成金額 助成内容 

市民活動推進補助金 R８ .４  210 ,000 円 発展コース ３ 回目 

    

    

⑩ 会 員 数 
個人＝ ３ １  人（ うち平塚市民 ２ ６  人）  団体＝     団体 

跚跛跜距 別添２  会員名簿 

⑪ 活動体制 
 
 
活動に携わるメン

バーを記入してくだ

さい。 

１ ０ 名以上の場

合は、主なメンバー

を記入してくださ

い。 

役職名 氏名 住所 

①   

②   

③   

④   

⑤    

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

 

２  補助申請の内容 

① 事業名 ①事業名  カベラ日本語の会 「日本語教室」 

② 申請コース 

 （ 以下のいずれかのコースを○で囲んでください。）  

入門コース ・ 発展コース ・ 協働コース 

③ 申 請 額 

【申請額は1 万円単位、発展コースは事業費に対する助成割合の制限有(1 回目 90% 、2 回目80% 、3 回目70% )】 

   2 1 万円（ 入門コースは 10 万円以内・発展コースは 30 万円以内・ 

   万円（ 協働コースは 20 万以内）  
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個人情報のため、 非公開と し ていま す。 



 

３  補助申請する 活動・ 事業の内容 

 

① 事業の目的 

 

「なぜ、この事業を 

実施したいのか? 」 

「どんな課題を改善 

したいのか? 」 

「社会や市民のため 

どのよう な公益性

があるのか? 」 

などを、社会的背景を

含めて具体的に記入

してください。 

1） 「系統的な日本語学習の支援」ができる活動へ発展させたい。 

→教室に参加する外国人を個別に支援する活動と共に、ボランティアグループのメン 

バーが、共通の指導内容、指導法をもって連携し、外国人参加者のニーズに応え 

る教室（ 「教室に来てよかった、楽しかった」と思える教室活動） を目指したい。 

２ ） 日本語ボランティアが参加外国人と共に成 でき長 る教室に発展させたい。 

→日本語ボランティアの参加者不足、高齢化、世代交代など活動の継続が心配され 

る中、「ボランティアが集まる活動」へと発展させたい。 

そのためには日本語学習や支援方法などについて「支援者も学習者も共に学び、 

共に楽しめる」日本語教室を目指したい。 

→具体的方策として、本会作成の「日本語ボランティア実践ノート」をもとに、新規 

入会者を中心に「ボランティア養成講座およびブラッシュアップ講座」を計画する。 

また、日本語ゼロビギナーへの学習支援方法についての勉強会を開催する。 

② 事業の内容 

 

 

①の事業の目的で記

入 した内 容をふまえ

て、具体的な活動・

事業内容を記入して

ください。 

 

事業の先駆性・発展

性・公益性・新しいア

イデアや工夫などがあ

れば、分かりやすく記

入してください。 

 

具体的な日本語学習内容（ 対象学習者、クラス分け〈日本語レベル〉、ねらい〈学習者

のニーズ〉など） については、教室別に以下のとおり。 

➤活動センター教室: 対象学習者は市内在住の主婦 

（ 未就学児や小・中学生の子どもがいる母親が多い）  

[ビギナークラス]＝ゼロビギナーも含めて、ねらいは「生活に必要な日本語」 

[Ａ クラス]＝おしゃべりを楽しみながら、日本語を学習する。「日本語がわかる」と 

同時に、「日本語でやりとり(会話)ができるようになる」ことをねらいとする。 

[B クラス]＝「日本語でやりとり(会話)ができるようになる」ことをねらいとする。 

[Ｃ クラス]＝生の会話場面を聞いて、リスニングと場面に応じた話す能力を 

身につける。また、日本滞在者で「ねらいは自然な日本語会話と学習者 

主体の学習を目指す 

JLPT 受験クラス＝日本語能力試験の受験を希望する学習者支援 

N5: 基本的な日本語をある程度理解することができる 

N4: 基本的な日本語を理解することができる 

N3・N2: 日常的に使われる日本語を理解することができる 

※なお、現在試行中であるが、『Web site  dow n load 教材」を使ったクラスを 

設定し、学習を進めている。この教材はオンラインコースも可能である。 

➤中央公民館教室: 対象学習者は市内企業に勤務する技能実習生 

JLPT 対応クラスと日常会話クラス（ 入門／初級／会話） を設定し、その中で 

学習者の日本語レベル・ニーズに応じたグループに分けて学習。 

➤横内公民館教室: 対象学習者は近隣企業に勤務する技能実習生および 

市内在住の主婦 

学習者の日本語レベル、ニーズに応じたグループに分けて学習。教室活動の時間 

帯が夜のため、仕事や家族の都合により学習者が参加できないこともあるが、 

期に長 わたって日本語を学べる体制づくりを目指している。 

 

P3 5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 事業の計画 

 

活動・事業の実施場

所、実施方法、実施時

期、参加者や受益者

等の対象、参加人数な

どの計画やスケジュール

を具体的に記入してく

ださい。 

令和 8 年度（ 2026.4 .1～2027.3 .31） 事業計画（ 活動場所、実施方法、実施

時期、参加者の対象、参加人数など） を跚跛跜距 別添 3 に示す。 

→日本語教室回数は、例年と同じく41～44 回、オンライン教室は担当者が減少する 

ため、100 回を目標とした。参加人数は昨年度並みを期待したい。 

蔺蔻蔾蔼蔽 活動場所については、令和 8 年 4 月から勤労会館は閉館、10 月からは中央 

公民館が休館となる。このため、活動場所が不安定になり、参加人数の減少など 

が生じる可能性があるが、活動計画としては何とか昨年度並みの参加者を 

見込んでいる。 

④ 期待される 

    効 果 

 

活動・事業実施によ

り、対象（ 受益者や

地域） にどのような効

果や成果を期待でき

るかを具体的に記入

してください。 

日本語教室は、そこに参加すると、いろいろな人（ 日本人と参加外国人、参加外国人

同士など） と日本語を交わすことができます。（ 日本語学校とは違い） 学習のペースに

ついていくのがむずかしい人たちでも、あらかじめ個人的な指導をしたり、アフターケアーを 

したりできます。そうやって、全ての参加者が触れ合う場所となり、日本語を使って社会に

出ていく勇気と力が湧いてくる場所、そんな教室にできればと願いつつ活動している。 

出席者のメンバーが毎回入れ替わるような教室で、自立を支援するという質の高い目標

を具体化するには、相当の工夫と努力と、何よりも、大勢の力の結束が必要だと考える。 

⑤協力団体等 

 

活動・事業に協力さ

れる人、団体を記入

してください。 

平塚市社会福祉協議会  平塚市追分 1-43 
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４  収支予算書（ 申請事業に限定し た予算）  

① 

 

収 

 

入 

項  目 金額 具体的な内容（ 積算根拠等）  

補助金 210,000 円 平塚市市民活動推進補助金  発展コース ３ 回目 

補助金にかかわる自己負担金 90,000 円 カベラ日本語の会 会計予算に計上 

 円  

収入合計 300 ,000 円 発展コース: 対象経費  300 ,000 円× 70  ％＝ 210,000  円  補助金の申請限度額 210 ,000  円 

② 

 

支 

 

 

出 

項  目 事業費 うち対象経費 うち補助金 具体的な内容（ 積算根拠等）  

会場費（ 活動場所借用料）  50 ,000 円 50,000 円 35,000 円 
借用料「文化芸術ホール」 2200 円／1 回２ 部屋×20 回＋機器借用料 6,000 円 

[NOTE]会場候補: 文化公園会館〈旧教育会館〉、文化芸術ホール、福祉会館 

改訂版「実践ノート」作成費 25,000 円 25,000 円 17,500 円 
「実践ノート」電子化費用、印刷費 

（ PDF をWord 変換 5,000 円＋印刷 1 冊 800 円×25 冊＝ 25 ,000 円）  

教室での使用機器購入費 190,000 円 190 ,000 円 133 ,000 円 

プロジェクター（ １ 台） 120 ,000 円／プリンター（ １ 台） 40,000 円／テレビモニター

（ 32 型 １ 台） 30,000 円  [参考]借用した場合 例） 1.700 円（ １ 台） 借用費 

蔺蔻蔾蔼蔽 日本語学習「初級者」および会話練習などに使用、Web 教材には必須機器 

日本語学習教材購入費 20,000 円 20,000 円 14,000 円 

「みんなの日本語“教え方の手引き”」→日本語ボランティアBrush-Up 講座 

「つなぐ日本語“教師用 Manua l”」「まるごと“初中級＆中級１ Text”」→会話 

蔺蔻蔾蔼蔽 日本語ボランティアの育成、「系統的な日本語学習」をするため。 

オンライン教室 使用機器購入費 15,000 円 15,000 円 10,500 円 

オンライン会議用 Web カメラ（ １ 台）  5 ,000 円 

／スピーカーフォン（ １ 台）  10 ,000 円 

蔺蔻蔾蔼蔽 日本語教室のオンライン参加者、オンライン会議などに使用 

     

支出合計 300 ,000 円 300 ,000 円 210 ,000 円 

※備品や器具を購入する場合は、それが事業に必要な理由を記載してください。また、飲食代など

助成の対象とならない経費を支出する場合は、「参加費から支出」など収入項目を記載してくださ

い。 

※収入の補助金の金額は、 補助申請し た金額を 記載し てく ださ い。 ま た、 支出のう ち、 補助金から 支出する 金額を 記載し てく ださ い。  

※収入合計と 支出合計、 ま た、 収入の補助金と 支出のう ち補助金の合計は同額になる よ う にし てく ださ い。  

 

事務局記入欄 発展コ ース 補助割合確認 ■ 

（ 入門 ・ 発展 ・ 協働 ） コース 
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跚跛跜距 別添 1  「事業報告」 直近 2 年間（ 令和 6 年・7 年 １ 月１ 日～12 月 31 日)の活動報告 

蔺蔻蔾蔼蔽  T＝日本語ボランティア、Ｓ ＝外国人参加者の家族含む、○定 ＝定例会〈教室別・全体〉、○勉 ＝勉強会〈教室別・合同〉／研修〈外部講座など〉 

令和 

6 年 

日本語教室   活動内容 

活動センター教室 

T９ 人／毎週水曜日 

10:00～11 :30  

横内公民館教室 

T5 人／毎週水曜日 

19:30～21:00  

中央公民館教室 

T20 人／毎週土曜日 

10:00～11:30  

活動センター教室〈活セ〉／横内教室〈横内〉／中央教室〈中央〉 

○定  教室別定例会は各教室終了後、月１ 回、１ 時間程度開催 

    〈合同〉３ 教室合同定例会は、適宜(土曜日)開催 

○勉  勉強会は、テーマを決めて適宜／その他「お茶会・Xm as 会 etc.」 2 0 2 4  月ごとの教室回数 ／参加人数 ／ 参加延べ人数 

１ 月 ４ 回／15 人／35 人 ４ 回／20 人／26 人 ４ 回／28 人／69 人 ○定 教室別 

２ 月 ４ 回／14 人／39 人 ４ 回／20 人／37 人 ４ 回／25 人／62 人 ○定 教室別／いちご狩り体験会〈合同でT&S 参加〉 

３ 月 ３ 回／10 人／20 人 ３ 回／14 人／11 人 ４ 回／24 人／73 人 ○定 教室別／〇活動センターボランティアマッチング交流会／〇市内日本語教室情報交換会 

４ 月 ４ 回／11 人／36 人 ４ 回／18 人／13 人 ４ 回／21 人／49 人 ○定 教室別／T 交流会「ランチ会食」〈活セ〉 

５ 月 ４ 回／11 人／30 人 ４ 回／28 人／15 人 3 回／20 人／47 人 ○勉 日本語学習教材「つなひろ」〈活セ〉 

６ 月 ４ 回／11 人／32 人 ４ 回／26 人／28 人 5 回／27 人／83 人 ○定 教室別／JLPT 模擬試験〈中央〉 

７ 月 ４ 回／13 人／31 人 ４ 回／22 人／21 人 3 回／26 人／57 人 ○定 教室別／Ｔ 交流会「暑気払い」〈中央〉 

８ 月 夏休み ○定 教室別／○勉 日本語学習教材「つなひろ」(Web sit 教材)〈活セ〉 

９ 月 ４ 回／12 人／42 人 ４ 回／19 人／18 人 ４ 回／29 人／68 人 T&S 納会「ゲーム大会」〈活セ〉 ○勉 コンプライアンスについて〈合同〉 

10 月 ４ 回／14 人／28 人 ４ 回／20 人／28 人 ４ 回／32 人／77 人 ○定 教室別／T 交流会「ランチ会食」〈活セ〉 

11 月 ４ 回／10 人／26 人 ４ 回／19 人／20 人 ４ 回／29 人／73 人 ○定 教室別／〇平塚市 Brush-Up 講座(HIEA 等)  

12 月 ３ 回／14 人／22 人 ４ 回／17 人／20 人 2 回／20 人／29 人 ○定 教室別／〇平塚市 Brush-Up 講座(HIEA 等) 

／T&S 交流会「ボーリング大会」〈中央〉     HIEA＞国際交流協会 合計 42 回／135／341 人 43 回／223／237 人 41 回／281／687 人 

各教室 1 回あたりの学習者数＝〈活動センター教室〉8.1 人 ／ 〈横内公民館教室〉 5 .5   人 ／ 〈中央公民館教室〉 16.7  人 

オンライン教室 回数 150 回／年    T はオンライン担当 3 人、教室との兼務者 7 人で計 10 人が担当。学習内容および時間等はT と S で適宜決定。 
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跚跛跜距 つづき 事業報告     

蔺蔻蔾蔼蔽  T＝日本語ボランティア、Ｓ ＝外国人参加者の家族含む、○定 ＝定例会〈教室別・全体〉、○勉 ＝勉強会〈教室別・合同〉／研修〈外部講座など〉 

令和 

7 年 

日本語教室   活動内容 

活動センター教室 

T９ 人／毎週水曜日 

10:00～11 :30  

横内公民館教室 

T４ 人／毎週水曜日 

19:30～21:00  

中央公民館教室＊ 

T18 人／毎週土曜日 

10:00～11:30  

活動センター教室〈活セ〉／横内教室〈横内〉／中央教室〈中央〉 

○定  教室別定例会は各教室終了後、月１ 回、１ 時間程度開催 

    〈合同〉３ 教室合同定例会は、適宜(土曜日)開催 

○勉  勉強会は、テーマを決めて適宜／その他「お茶会・Xm as 会 etc.」 2 0 2 5  月ごとの教室回数 ／参加人数 ／ 参加延べ人数 

１ 月 ４ 回／10 人／31 人 ４ 回／19 人／18 人 ３ 回／23 人／40 人 ○定 教室別 

２ 月 ４ 回／13 人／26 人 ３ 回／11 人／10 人 ４ 回／26 人／63 人 ○定 教室別 

３ 月 3 回／10 人／14 人 ４ 回／17 人／15 人 ４ 回／22 人／52 人 ○定 教室別／いちご狩り体験会〈合同でT&S 参加〉 

４ 月 ４ 回／13 人／26 人 ４ 回／13 人／14 人 ４ 回／20 人／39 人 ○定 教室別／T 交流会「ランチ会食」〈活セ〉 

５ 月 ４ 回／15 人／33 人 ４ 回／16 人／19 人 ４ 回／19 人／41 人 ○勉 日本語 Web 教材「いろどり」〈活セ〉／〇平塚市 Brush-Up 講座(HIEA 等)  

６ 月 ４ 回／11 人／34 人 ４ 回／16 人／19 人 ４ 回／18 人／47 人 ○定 教室別 

７ 月 ４ 回／10 人／28 人 ４ 回／17 人／16 人 3 回／17 人／29 人 ○定 教室別／Ｔ 交流会「暑気払い」〈中央〉 

８ 月 夏休み ○定 教室別／○勉 日本語学習教材「いろどり」(Web 教材)〈活セ〉 

９ 月 ４ 回／13 人／36 人 ４ 回／14 人／17 人 ４ 回／20 人／57 人  

10 月 ４ 回／11 人／27 人 ４ 回／13 人／14 人 ４ 回／20 人／57 人 ○定 教室別／T&S 交流会「ボーリング大会」〈中央〉／T 交流会「会食」〈活セ〉 

11 月 ４ 回／ 9 人／36 人 ４ 回／15 人／17 人 ４ 回／22 人／62 人 ○定 教室別／〇平塚市 Brush-Up 講座(HIEA 等) 

12 月 ３ 回／11 人／27 人 ３ 回／12 人／16 人 ３ 回／18 人／34 人 ○定 教室別／〇平塚市 Brush-Up 講座(HIEA 等) 

／T&S 納会「ゲーム大会」〈活セ〉／T 交流会「ランチ会食」〈中央〉 合計 42 回／126／318 人 42 回／163／174 人 41 回／225／521 人 

各教室 1 回あたりの学習者数＝〈活動センター教室〉7.6 人 ／ 〈横内公民館教室〉 4 .2 人 ／ 〈中央公民館教室〉 12 .7  人 

オンライン教室 回数 143 回／年    T はオンライン担当 3 人、教室との兼務者 7 人で計 10 人が担当。学習内容および時間等はT と S で適宜決定。 
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跚跛跜距 別添２ 「会員名簿」  2026 .1 .1 現在    

構成員は31 人（ 平塚市 26 人、海老名市 1 人、茅ヶ崎市 1 人、大磯町１ 人、横浜市１ 人、綾瀬市１ 人）    

 活動センター教室 横内公民館教室 中央公民館教室 

１       

２     

３     

４     

５     

６      

７     

８     

９     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17      

オンライン教室 
 

＊オンライン担当 3 人と上記教室との兼務者が２ 人加わり、5 人でオンライン教室を担当する。 

 

個人情報のため、 非公開と し ていま す。  
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跚跛跜距 別添 3  「事業計画」 「令和 8 年度(2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日） 」  

蔺蔻蔾蔼蔽  T＝日本語ボランティア、Ｓ ＝外国人参加者の家族含む、○定 ＝定例会〈教室別・合同〉、○勉 ＝勉強会〈教室別・合同〉／研修〈外部講座など〉 

令和 

8  

年 

度 

日本語教室   活動内容 

活動センター教室 

T９ 人／毎週水曜日 

10:00～11:30  

横内公民館教室 

T３ 人／毎週水曜日 

19:30～21:00  

中央公民館教室 

T16 人／毎週土曜日 

10 :00～11:30  

活動センター教室〈活セ〉／横内教室〈横内〉／中央教室〈中央〉 

○定  教室別定例会は各教室終了後、月１ 回、１ 時間程度開催 

    〈合同〉３ 教室合同定例会は、適宜(土曜日)開催 

○勉  勉強会は、テーマを決めて適宜／その他「お茶会・Xm as 会 etc.」 2 0 2 6  月ごとの教室回数 ／参加人数 ／ 参加延べ人数 

4 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ○定 教室別 

5 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ３ 回／  人／  人 ○定 教室別 

6 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ○定 教室別 

7 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ３ 回／  人／  人 ○定 教室別／Ｔ 交流会「暑気払い」〈中央〉／T 交流会「ランチ会食」〈活セ〉 

8 月 夏休み 〇平塚市内日本語教室情報交換会 

9 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ○定 教室別／〇平塚市 Brush-Up 講座(国際交流協会等) 

10 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ○定 教室別／〇平塚市 Brush-Up 講座(国際交流協会等) 

11 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ○定 教室別／JLPT 模擬試験〈中央〉／みかん狩り〈T&S 全体〉 

12 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ３ 回／  人／  人 T&S 交流会「ボーリング大会」〈中央〉／T&S 納会「ゲーム大会」〈活セ〉 

2 0 2 7  
1 月 

４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ○定 教室別／T 交流会「ランチ会食」〈活セ〉 

2 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ○定 教室別／いちご狩り体験会〈T&S 全体〉 

3 月 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ４ 回／  人／  人 ○定 教室別／〇平塚市内日本語教室情報交換会 

合計 44 回／   ／   人 44 回／   ／    人 41 回／   ／   人 

各教室 1 回あたりの学習者数＝〈活動センター教室〉  . 人 ／ 〈横内公民館教室〉 . 人 ／ 〈中央公民館教室〉 . 人 

オンライン教室 回数: 100 回／年     T はオンライン担当 3 人、教室との兼務者２ 人で計５ 人が担当。学習内容および時間等はT と S で適宜決定。 
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